
　一方、建設工事現場等で仮設電源として広く使用
される移動用発電設備の実務を担う技術者向け「可
搬形発電設備専門技術者講習・試験」は９月６日～
11月８日にかけて、自家用の講習・試験と同様、全
国９都市９会場で延べ10回開催される予定。各会場
では２日間にわたり、可搬形発電設備に関する「法
令」「可搬形発電設備」「設置工事・保全」の３つの
講習を全て受講した後、受験することになります。
　いずれも、講習・試験の全日程が終了後、今年度
は12月１日に開催予定の「自家用発電設備専門技術
者審査委員会」において、各試験結果についての合
否判定が審査される見通し。続いて、同審査委員会
による審査結果に対して、内発協会長による承認を
経た後、内発協事務局から受験者全員に対して合否
結果の通知書が送付され、あわせて合格者には資格
証も送付される見通し。

　内発協が毎年実施している自家用発電設備等を取
り扱う技術者資格を取得するための「令和５年度発
電設備専門技術者講習・試験」が８月31日～９月１
日の２日間、東京会場（連合会館）を皮切りとして、
スタートしました。定置式・移動式を問わず、現在
３万人を超える専門技術者資格保有者が自家発電設
備に関わる実務に精通した技術者として全国各地で
活躍しています。
　それに先立ち、専門技術者の資格保有者を対象に
した「半日間の更新講習」については、令和５年度
は８月25日に開催された、さいたま会場を皮切りと
して、一足早くスタートしました。会場となった、
さいたま市の埼玉県県民健康センターでは、合計
196人が受講しました。専門技術者資格証の有効期
限は５年間。資格証を更新するためには５年毎に更
新講習を受講することが義務づけられています。
　なお、専門技術者資格を新規に取得するための講
習・試験には、２種類があります。
　ビル、事業場、工場等で建築物の防災電源や保安
電源、常用電源等として幅広い用途で設置される定
置式の自家用発電設備の実務を担う技術者向け「令
和５年度自家用発電設備専門技術者講習・試験」は
８月31日～11月17日にかけて、札幌から沖縄まで全
国10都市10会場で延べ12回開催される予定。各会場
では２日間にわたり、自家用発電設備に関する「法
令」「基礎」「構造及び性能」「工事の施工方法」「検
査・点検」の５つの講習を全て受講した後、受験す
ることになります。

令　和
５年度 専門技術者講習・試験がスタート

講師の解説を熱心に聞く更新講習の受講者たち

会場風景（９月１日　東京会場）

８月２５日「更新講習」のスタートを切ったさいたま会場
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